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Abstract

According to a daily newspaper uSoviet Sport” (19･Sept･ 1987)I it reported

that professional football sport club was borned in USSR wbicb named =Dnepr

‖
･

we can say that this is a phenomenon of PERESTROIKA as a new wind of

reformation of Soviet society. This means that professional sport has been recog･

nized as a socialuseful labour by Soviet government･ This would be a great

social experimentation
in a socialist society･

professional sport club as a self-supported organization must not depend on

the public
budget, it depends on a self-paying basis･

w･e assert that this reformation of sport organization■ is combined with a

policy of reinforcement for elite sport in USSR･

Ⅰ.は じ め に

｢ペレストロイカ+ ｢グラスノスチ+ ｢ウスコレニエ+などのロシア語で象徴的に語ら

れるソビエトの社会変革の動向にほ,興味深いものがある.

1987年9月19日,日刊新聞｢ソビュツキースボルト+にプロフットボールクラブ生誕の

ニュースが掲載された｡日本の新聞にも報道されたので,おおかたの知るところである1'｡
｢ソビュツキースボルト+の記事の-ッドライソは,次のような文章で綴られているo

『事業意欲の例,ソ連国立銀行支店ドニ-プルベトpフスキー都市銀行に特別口座-口

座番号700079が開設される｡この口座の設置者ほ,生産連合体や企業･工場ではなく･

新しい原理に基づく組織体-フットボールクラブ《ドニ-プル》である』o

ところで, A.B.セレプリヤコフ, H･H･ポノマリョフも論じているように,これまで

ソビエトにはプロスポーツが成立する経済的,政治的,イデオpギー的,文化的基盤は存
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在しないとされてきた2)o また･ボディビルは｢不道軌｢非価値的+なものとして断罪

された過去があり畠), N･N･シュナイドマンも指摘するように,ヨガほ｢神秘主義と観念

論哲学に立脚するもの+として腔価せしめられてきた歴史もある4).今日でも女性は,サ

ッカー,アイスホッケー,ボクシング,サンボレスリングなどの実施が禁止されてい
る6)oプロスポーツの成立に際して･このようなスポーツ価値論についての理論的転換が

ほかられたのか否か｡

ⅠⅠ･スポーツ価値論の研究状況

B･口･トガリノフによれば,マルクス主義価値理論の研究ほ哲学分野においても,まだ

はじまったばかりであるというo問層それ自体の｢適法性+が哲学分野で認められるよう

になったのほ1960年代後半以降のことであるo ソビエト哲学界でほ,従来｢価値論+
(aKCHOnOrE兄)という用語自体がカント主義の出自と見倣され,観念論,神学のひとつと

して断罪されたo ｢価値理論→(TeOpH-eHEOCTb)紘,そうしたブルジョワ価値論と区別

する用語として,哲学分野における問題それ自体の適法性を獲得するために使用されてき

たoしかしながら･研究対象･方法論が同一の学問には同一の分科名というのが通常であ

るoソビエトにおいても諸々の価値に関する研究の発展と必要性の中で,今日では相対的

に自立した個別科学･マルクス主義価値論(MaP比CHCT比a刃aKCHOnOr肌eCKa兄TeOpHE)と

して確立しつつあるという6)0

こうした価値論をめくtlる学問的状況の下においては,当然にスポーツに関する価値論的

研究も充分に展開されているとは云い掛､状況にあることが推察されよう｡

ソビエトにおけるスポーツの価値論的研究に積極的にアプローチしているひとりに,B.

肌ウィドリンを挙げることができるoウィドリンは,論文集｢現代社会におけるスポー

ツ+に編集責任者として参画し,トガリノフの価値論などを引用してスポーツの価値論的

アスペクトについて論及している7)o 田中は論文｢ソ連の身体文化理論の確立をめざす三

つの系譜+において･このウィドリンの見解を現代ソビエトの身体文化理論を代表する理

論的系譜のひとつに位置づけている8)｡しかしながら,ウィドリンの論文ほ価値論として

充分な展開を見ていないoウィドリソの諸論文に特徴的なことは,スポーツの価値と見倣

される事柄を分類し,スポーツの価値ほ健康や身体の発達として体現したり,記録や競技

会における順位や結果としてあらわれたりするだけでなく,労働や軍事力あるいは諸個人

の文化や教養という姿をとって存在すると主張するにとどまっている点にあ畠｡即ち,請

価値それ自体が何故価値的なものとして認識されるのかという肝腎の価値論的説明がみら

れない点にあるo田中が重要な系譜のひとつとして位置づけたウィドリン等の構造的に図

示した価値論的アスペクト囲も･諸価値相互の内的関連や用語の概念親定がなされないま

まに提示されているにすぎないo従ってこれらの論文からソビエトの身体文化論における

価値論的動向を論ずることはできない｡

1987年のプロスポーツ成立後･既に2年経過したが社会主義社会におけるプロスポーツ

に関する理論的展開は未だにないoプロスポーツに関する法律的整備が先行し,実践を導

く理念は不明確なままであるo全ソ連邦内閣体育スポーツ委員会の月刊科学理論誌T#体
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文化の理論と実践+ (T河口申K)においてこの問題が論じられることもないoただ,全ソ連

邦内閣体育スポーツ委員会,全ソ連邦労働組合中央評議会の機関紙｢ソビュツキースポん

ト+において,独立採算制をとる所謂｢プロスポーツ+の話題が,ジャーナリスティック

に取りあげられているだけである9)0

プロスポーツ否定論かちプロスポーツ容認へと,価値観の180度の転換がほかられたの

であるが,スポーツの価値とほなにか｡こうした価値観の転換という問題を理解するため

に, ｢価値+ ｢価値意識+などの基本概念について若干の価値論的論議を試みる｡

ⅠⅠⅠ.スポーツの価値と価値意識

価値問題ほ,問題の性質上,概念規定それ自体が多義的で主観的にならざるを得ない側

面がある｡

見田によれば,価値とは人々(評価主体または価値主体)によって,対象(価値客体)

に付与される｢主観的属性+一であり,社会的,歴史的に形成された[構成概念]であると

いう1¢)｡価値客体ほ価値主体め評価を通して価値として顕在化する｡別言すれば,価値ほ

客体の側にある｡価値に対応する主体の側の要因は,価値意識として価値そのものから概

念上区別される｡価値であるのは人々が評価するもの,評価の対象である｡価値と評価は

区別されなければならないo価値であるのほ外的世界の現象ならびに事物及びその属性で

ある｡評価行為の結果として対象は｢非価値]と判断されることもある｡そしてこうした

評価行為の歴史的社会的蓄積の結果として,その対象(客体)の[社会的価値概念]が確

立される｡価値概念は,対象に対する肯定的評価において形成された対象のもつ価値の観

念的表徴といえよう｡

トガリノフは『価値とは,特定の社会またほ階級に属する人々及び個々の人格にとって

かれらの諸要求と諸利害(関心)を充足させる手段として必要(必須,有用,快適等々)

であるところの諸対象,諸現象及びそれらの諸性質のことであり,さらにまた規範,目的,

または理想としての諸概念と諸動棟である』と規定している11)｡もちろん,個別主体の評

価行為は,それぞれの価値意識(価値観)によって異なる｡一般に個別主観がなにを価値

あるものと判断するかは,価値判断の基準によっても異なり,価値判断の準拠枠,たとえ

ば世論とかイデオロギー,規範とか信念など個別主体が価値判断に際して準拠する前提と

か所与によっても異なる｡ここで価値判断の規準とは,たとえばAという個別主体は,物

事を快-不快の座標軸で判断するが,他の主体Bは損一得の座標軸で判断するという

ような個別主体の判断の物尺のちがいを意味する｡通常,個別主観ほその社会の支配的な

価値体系に収赦する.ソビエト人は,日本人ともアメリカ人とも異なるロシア的生活様

式,価値体系,文化体系をもっており,共産主義イデオロギーがひとつの支配的な準拠枠

となる｡しかしながら,個別主観ほ支配的な価値体系に常に受動的に従属するものではな

い.支配的な価値体系に制約されつつ,それを批判的に評価し変革する能働性をもつ側面

にも留意しなければならない｡個人の主観的価値意識は,社会に規定され,媒介されなが

ら相対的に自立性を保ち,社会に働きかけていくものである｡

ところで,本稿の立場ほ価値の物質的基礎と価値意識の相対的自立性を認める.スポー
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ツの諸性質-スポーツの内在的価値と規定する論者もいる-12)ほ,価値主体の客体と

なるかぎりでのみ価値をもつoその意味で,たとえばスポ-:yq)[楽しさ]という価値は,

スポーツの客観的性質に依存すると共に,個別主観の価値評価にも依存している｡したが

って,スポーツを楽しくないと価値評価する個別主観の存在を,当然としなければならな

い｡もちろん,スポーツの[楽しさ]という価値概念ほ,あくまでもスポーツほ楽しいと

いう経験をもつ多数者の感情を基底に形成された概念であり,主観的評価の歴史的積み重

ねによって形成された社会的価値概念ということはできようo こうしたスポーツの価値意

識の発生は,スポーツ-の欲求を出発的とする.そしてこのスポーツ欲求自体が既に先行

する歴史的文化的諸条件によって媒介され,規定されていることほスポーツの歴史の示す

ところである.このスポーツ欲求は対象によって触発され,スポーツ活動の日常的実践の

中で次第に意識的,能働的なもの:1となっていくo即ち,スポ-ツに対する価値主体の価

値意識は,特定のスポーツと結合した即自的,個別的なものから次第軒こスポーツー般の価

値認識へと普遍的,対自的なものへとなっていく｡こうした個別主観の歴史的社会的総体

がスポーツの社会的価値概念を形成することほ既に述べた通りであるが,ついにほそれは

また理想的なスポーツの概念をも構成するのである｡そしてこうして形成され理想化され

たスポーツ概念ほ,今度ほ逆に価値の準拠枠として価値主体の価値意識に評価の尺度を与

え,もしスポーツの現実がその理念に背反し,あるいはまた面白くなければ,それらをそ

の尺度に適合するもの-とルールを変えたり,スポーツにおけるモラルやスポーツインス

ティテュートを変革する能働性をも評価主体に与えるのである｡まさしく高田の論ずるよ

うに｢価値意識は実践を方向づけ,規制する+のである18)0

ソビエトにおけるプロスポーツの成立ほ,こうしたその社会において歴史的社会的に形

成されたスポーツ理念に照らして,いはば必然的に生起した社会的実践であるのか否か.

ソビエトのスポーツは,全面的に発達した共産主義的人間の形成に奉仕するものとして,

その限りにおいてスポーツのもつ諸機能,諸性質が価値あるもの(qeHHOCTb)として,あ

るいほ非価値のもの(flel工eHHOCTb)として評価されてきたのである.女性に対する一部ス

ポーツの禁止も,女性に対する社会的差別ではないと説明されている14)0

しかしながら,こうしたスポーツに関するイデ*･ロギ-状況に一定の変化が見られるの

も事実である｡たとえば,かって｢非価値的+なものと断罪されてきた[ボディビル]が

社会的に公認され,ボディビル批判の論陣を衷った当の｢ソビュツキースボルト+が,現

在では米ソの交流試合の記事を掲載するまでになっている(資料No. 1) 0

プロスポーツの成立もこうした変化のひとつであるが,ボディビルとは異ってそれを肯

定的なものと評価する社会的価値概念が成熟していなかったことは明らかである｡ではな

ぜプロスポーツは成立したのか｡それはスポーツの価値論的転換から導かれたのでほな

く,ペレストロイカの政治経済学から導かれたのである｡

ⅠⅤ.最初のプロフットボールクラブ《ドニエプル》

ドニエプルサッカークラブほ1987年現在,約15,000人の会員を擁し1988年には20,000人

の会員獲得を目指している｢任意スポーツ団体+ (no6poBOJlhHOe Cr70PTHBHOe O61qeCTBO
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-nco)のひとつであるo 同クラブほ,サッカーの技術指導講習会や試合のプロモート

などの大衆的文化的プログラムを実施し,ドニエプルのシンボルマーク入りの記念品やバ

ッヂの販売,出版活動など各種の事業活動をおこなっている｡管理指導部門としてソビエ

トを設置し,ソビエトほ幹部会と代議員を選出する.幹部会ほ主任トレーナの任免や選手

の雇庸,解雇などの問題にたずさわる｡クラブの位置するウクライナ共和国ドニエプルベ

トロフスキーの労働組合州評議会(o6JlrlpO4)coIO3)が上部磯閑として岡クラブの事業活動

を管轄する｡

ドニ-プルは1988年度の全ソ連邦サッカー選手権において優勝したが,チームの主任コ

ーチy･クチェレブスキはその理由について次のように語っている｡即ち,独立採算制の

経営形態が,選手の試合に対する専門家意乱 職業意識を高め,.それが優勝へと導いたと

分析している16).

ドニエプルはプロ化-の発足に際し,その財政的基盤として1)クラブ入会費,競技会

入場料などの収入見込,年間′60万ルーブル｡ 2)個人会員からの年間会費収入15万ルーブ

ル(年会費5ルーブル). 3)クラブのシンボルマーク入り記念品,バッヂの販売などによ

る収入5万ルーブル. 4)広告収入｡ 5)団体加入費(KOJIJleKTHBHOe B3HOCb)など,以上

の年間の総収入を100万ルーブルと見積っていた16).その収支決算によると, 1)商標入

りスポーツ用具の生産販売.記念品や選手のカラーポスター,コーヒーセットなどの販売

収入40万ルーブル｡ 2)競技場の入場料などの興業売上げ30万ルーブルo 3)競技場内の

掲示板-の広告募集で15万ルーブルの収入o 4=)′くンフレットなどの出版販売による収入
10万ルーブル｡ 5)ユージン技術工場など後援団体からの寄付｡以上の年間総収入110万

ルーブル,支出総額ほ100万ルーブル,純益ほ10万ルーブルと報告された17)0

独立経営主体としてのプロスポ⊥ックラブの財政的基盤確立のポイ､ソトは,試合に勝つ

ことであるo選手の給与を,試合の成績とチ-チ-の貢献度によって決定するという,所

謂｢能力給+の導入ほ,選手の志気に好影響をもたらした｡今後は合理的で説得力のある

選手査定のシステムの整備など,興業成績の向上につながる体制の確立が要請されてい

る｡

とはいえ,ウクライナの功労トレーナー r.ジュティ-クは『このような実験的な試み

紘,かつてない程良好な環境条件下にある』 『困難な道かも知れないが,独立採算制度の

追-大胆な一歩をわれわれは踏みだした.選手を信頼,L,集団の力を信頼して可能性を追

求していきたい』と語っている18).

｢ソビュツキースボルト+ほ,ドニ立プル･クラブの事業意欲を積極的に支持するキャ

ンペーンを展開した. 『独立採算制《ドニエプル･クラブ》の試みほ,他の経済部門に

"扶養者''(EX且EBeHeI1)になるなということを示しているoドニエプルほ,事業における

国家との関係の在り方を示した｡おおかたの援助を期待したい』と,国民にその支持を訴

えている｡

ソビエトにおけるこのようなプロスポーツの成立ほ,スポーツ技能を不特定多数の観客

に見せることによって生活の糧を得る職業としてのスポーツ労働が成立したことを意味す

る.体育教師やトレーナー,コーチなどの職種は専門職として既に確立しているが,プロ
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スポーツの誕生とは,スポーツ演技あるいはスポーツ技能を対象化した一過性のスポー-ツ

作品を売るスポーツ労働が,ひとつの社会的有用労鰍とLて市民権を得たことを含意す

る.しかも重要なことは,スポーツ労働が単なる社会的有用労働として認められただけで

なく,資本主義社会にお狩る-と同様に,営利を追求する企業活動,商業活動としてスポ3-

ツ労働が成立.したことを意味するのである.｡このような国や公的組織からの補助なしに財

政的.rB律牲をもったスポーツ組織が,今後の在るベきスポーツ組織体のモデルであるとず

る方針ほ,他の経済部門にお汁るベレストロイ'ヵの動向と軌を､ひとつにするものであるo

｢ソビュツキースボルト+紘,.プロスポーツの成立を実験紛(3･KCr[ePHMeHTa瓜flb弼･とい

う限定詞をつけて報道したが,将来ほ全体-の普及を前提と,した試みであったことは,そ

の後のいくつかのスポーツ観織に関する規約改正や法的整備の経緯からみて明らかであ

る｡

Ⅴ.任意スポーツ団体(且co)の規約改正

これまでソビエトのスポーツ界には,資本主義社会におけると周然の,営利を昆的とし

たプロスポーツは存在しないと▲されてきたoただ, -1)-トスボーッにお叶る所謂｢ステ

ートアマチュア+がスポーツ専業のプロスポーツ同然の存在として,西側諸国において云

々されてきただけである..ソビエトではスポーーツを楽しむ場合,身体文化コレクチ-7･あ

るいほスポ-ツタラブ紅所属する.身体文化ユレクチーフほ体育スポーツの基礎組織(組

織人員15人以上)であり,.地域主義･産別主義(reppHTOpHaJIbEO⊥叩0日380且CTReHmJ負

npHtqml)の原則にもとづいて組織される･19)｡組織人員及び活動レベルにおいて優れてい

ると認定された身体文化コレクチーフほ《スポーツクラブ》という名称を名乗ることがで

きるo これらの身体文化コレクチーフにほ,.自立的組織(caMOCTO5ITeJlhHa51中opMa)と連

合型組織静態(o6beRHHeHHaRrl ¢opMa)の二つゐ形態があるo.後者の組織形態ほ50-100

人規模の小さな身体文化コレクチーフがそれぞれ連合して組織されるものである｡

スポーツ愛好者の自発的自由意志にもとづいて組織されるスポーツ団体は, ｢任意スポ

ーツ団体+として登録され,労働観食,官庁,翠,農村,学生の産業別に,都市,農村,
地区管区,地方,州,共和国,連邦と重層的に組織潰れる..個人会費ほ年間3ルーブル,

入会資格ほm才以上と規約に定められている.こうした身体文他･スポーツクラブの任意

スポーツ団体にほ,官庁スポーツ組織として｢ディナモ+
｢トルードゲィ-･レゼルビIo

軍関係組織として｢ダサフ+,

ド+ ｢タラ‾スノユズナミ'ヤ+

｢ジャリギス+ ｢モルトバ+I

リヨフ+. ｢アシェ-タンク+

工業-･建設労働者狙織として｢トルード+ ｢アバンギーヤル

｢メフナ-ト+. ｢ニ巳ンべ-ク+ ｢ガンチアジ+ ｢ネプチー+.

｢ダサガバ+ ｢アルガ+ ｢タジキスタン+ ｢ザフメート+ ｢カ

の1'5の!･nco.,,その他の産業労働者組織として｢プルべ‾ンス

トニク1 ｢ポ-ドニク+ ｢ゼニート+ ｢ロコモチフ･+I ｢スパルタ-♂+.農村労働者組織

として｢ウラジャイ+. ｢カロース1 ｢パ7:タコ-ル+, ｢カイラート+ ｢メスフー/i;J ｢ニ

ャムナス+ ｢-シロート+ ｢セバン+ ｢イウ-ト+の9の ECOふその他｢ユーノ,スチ+

｢OCBOn+など全部で3昏の任意スポーツ団体がある20).

プロスポーツほ,このような任意スポーツ団体に登録されたスポーツクラブの中の企業
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意欲,事業意欲をもった組織によって結成されたのである｡

この任意スポーツ団体の規約改正案が, 1987年10月21日の連邦内閣体育スポーツ委員会

の機関紙,日刊新聞｢ソピュアキースボルト+に発表された21)0 3ヶ月の下部討議を経て

1988年4月, ｢労働組合全ソ連邦任意体育スポーツ団体+ (BCn¢CO J70
r7PO中coⅠo3)第1

回大会において一部修正のうえ採択された｡新規約ほ,団体の名称を｢任意スポーツ団

体+から｢任意体育スポーツ団体+ -と改め,第一章｢総則+ (1-3項),第二章｢個人会

負,その権利と義務+ (4-9項),第三章｢団体会員+ (1q-14項),第四章｢組織運営+

(15-26項),第五章｢最高議決機関+ (27-33項),第六章｢共和国,地方,州環状地区,

都市,地域などの組織の運営+ (34-40項),第七草｢身体文化コレクチーフとスポーツク

ラブ+ (41-56項),第八章｢国家及び社会的組織との協同+ (57項),第九章｢資金及び財

政+ (58-65萌),第十章｢組織･機関の権利+ (66-68項)というように, 10章68項から

構成されている.改正規約によれば,任意体育スポーツ団体ほ大衆的社会組織であり,ソ

連共産党指導の下に民主主義,公開性,創意性を基礎に活動し(1章1項),少数は多数に

従う民主集中制が組織の運営原理であることが明記された(4章15萌)｡上級の指導機関

は上からの任命制でほなく,下部組織からの選出-cH辺3y ZLOBep芸y によると規定され

た｡その投票形態ほ複数候補による公開投票あるいは秘密投票によるとした(4章15項及

び18項).財政的に自立した任意体育スポーツ団体は法人格を有し(10章66萌),その資産

の所有形態は｢社会的所有+であると,その性格が規定された(10章61項)｡任意体育スポ

ーツ団体の規約改正は,大衆スポーツの一層の発展と社会主義的国際主義,ソビエトパト

リオティズムにもとづく国際友好を目的としている｡特に第四章の｢組織+面における規

約に明記されているように,各級組織,機関の指導部の固定化による官僚主義7)幣事,宿

動の停滞などの否定的諸現象を打破することを企図した組織再編の制度的保障は,同時に

国家体育スポーツ委員会から相対的に自立して,各スポーツ組織が自らの創意性を発揮で

きる制度的地均しをしたといえる｡

ⅤⅠ.独立採算制スポーツクラブの法的基礎

前節で触れた｢任意体育スポ-ヅ団体の規約+改正に続いて,独立採算制(Ⅹo3paCtZeT),

自己資金調達制(caMO申HHaHCHpOBatIHe)のプロスポーツクラブ創設に関する法令が整備

きれた｡ 1988年8月,全ソ連邦閣僚会議,全ソ連邦労働組合中央評議会(BuC口C),全ソ

連邦コムソモ+ル中央委員会(uK BJTKC爪)ほr7Jットボール及びその他の競技スポー

ツの管理指導性おける改善及び主要なスポーツ種目の選手-･チームの給与･経理面に関す

る追加措置+という法令を採択した(以下, 『追加措置』と･略記する)之3).

『追加措置』は,これまでの中央集権的な上意下達の指導スタイルを改め,各競技スポ

ーツ連盟が,体育スポーツ委員会及び関連する諸組織,団体,専門家らとの緊密な連携の
うえに自らの創意を発揮できる制度的,法的根拠を与えるものである.各競技スポーツ連

盟の自由裁量権を拡大強化し,スポーツ,組織に対する政府の管理･指導面の改善を企図し

たこの『追加措置』ほ,他の一面ではスポーツに対する公的補助を削減する政策課題とも

結びついている｡
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『追加措置』は,前節で論じた独立採算制のプロフットボールクラブ《ドニ-プル》の

ような経営形態を酪的に確認すると同時に,スポーツクラブに三つのタイプの組織形態が

あり得ることを明らかにした｡

1989年より各競技スポーツにおける選手権チームなどの所謂主要チーム(KOMaHE Ma-

cTePOB)を基礎に,そのチームの経営主体としての準備状況にあわせて,次の三つのタイ

プのスポーツクラブを創設するよう義務づけた｡

(a)タイプのスポーツクラブ

完全独立制採算制,自己資金調達制にもとづくクラブで,個人会費と事業収益など

を活用して運営される｡

(6)タイプのスポーツクラブ

個人会費及びクラブの事業収益と共に設立母体(opra皿3aLIHE-ytlpeZLHTeJle卑)から

の組織的資金援助と部分的な自己資金調達によって運営される0

(B)タイプのスポーツクラブ

設立母体からの資金及び個人会費によって運営される｡

これらのクラブほ,その事業活動において国,社会組織,協同組合及びその他の組織の

建物,観覧席付スポーツ施設(cllOpTHBHO-3PeJIELqHhle nPeRrIP朋TH3I),その他の資産を

無償で供与されあるいほ賃貸することができる｡就中, (a)タイプのクラブは,プロクラ

ブとして独立採算制の方式を採用した場合, 3年間は国税,地方税が免除されるという特

典が与えられる｡クラブは設立母体の規定に従って,その収益の中から生産･社会発展フ

ォンド,労働賃金統一フォンド,為替決算フォンドを形成する｡クラブの管理者は,クラ
ブ労働委員会と職務内容,給与,割増し賃金(上限は基本給の50roまで)及び労働条件

の変更に伴う追加支払い等について交渉する権限を有する｡所謂,独立経営主体としての

当事者能力を有したことになる.また,通常の労働者の場合,勤続年数20年が年金支給開

始の条件である.ソ連邦選抜チームの軍手,功労マスター,国際スポーツマスターほ,勤

続年数が20年未満でも年金を支給され,選抜チーム退団後も,中等あるいは高等教育を終

了(3aBepⅢeHHe)するまで,あるいは就職するまで,チーム在籍中の基本給の70Yoを支

袷.されるo また就職後3年間ほ,チーム在籍中の基本給の50%を支給されるが,それほ

ソ連邦選抜チーム,各競技スポーツの選手権チームから退団後8年間を上限とすると明記

された｡

このように『追加措置』ほ,エ1) -トスボーッ選手の抜本的な待遇改善についてのべる

と同時に,さらに,サッカー,アイスホッケーその他の競技スポーツ種目の全ソ連邦選手

権大会の審判業務に対して,主任審判員にほ一試合当たり最大100ルーブル,副審判員打ち

は最大50ルーブルの賃金が支給されると規定している.ソビエト人の平均月収を217ルー

ブルとした時,これらの労働報酬の多寡が理解されよう｡この『追加措置』ほ,物質的刺

激をテコにエリートスポーツの活性化を企図したものといえよう｡ 『社会的富の増加や損

失が集団一人ひとりの所得水準にひびくようにすべきであるという』､ゴルバチョフのペレ

ストロイカは24),労働報酬と物的報酬が経営活動の最終結果と密接に関連する完全独立揺

算制をめぎすものである｡
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1987年6月30日, ｢国有企業(合同)に関するソ連邦法律+及びその｢施行規則に関す

るソ連邦最高会議決定+が採択された｡この法律ほ完全独立採算制及び自己資金調達制の

活性化,ならびに民主的原則の徹底と自主管理の発展を規定し,企業と国家権力壊閑･管

理棟閑との関係を艶定したものであるが,非生産的分野-の法の適用を明記した｡ ｢施行

規則+にほこの法律に矛盾する指令を含む標準文書の速やかな見直し及び廃止を保障しな

ければならないと,のべられている｡ 1987年12月26日, ｢非生産分野における国有企業

(合同)に関する法律+ (No･ 1471)が採択された｡次いで1988年1･2月30日, ｢観客席付

スポーツ施設,体育･保健及びスポーツ施設の新しい経済システムに向けての移行措置+

(法律No･141)が採択された26)oこれら一連の法的整備は,スポーツ組織,スポーツ施設

などスポーツ分野における労働組織の権利と自主性を拡大し,同時に独立採算方式による

経営結果に対する責任の所在を明確にしたものである｡

ところで,資本主義に最高の技術水準と労働生産性を保障したものほ,容赦のない弱肉

強食の競争であり,利潤追求であり,失業の重苦しい圧迫である｡これほ極端に先鋭化し

ているにしても正しい問題提起であるとするペレストロイカの政治経済学は26),一面で個

人及び各経営組織体の自主的権限を保障するという側面をもつと同時に,他の一面では限

りなく資本主義的経済メカニズムに接近する･という側面ももつ｡独立採算制の導入による

有料スポーツ施設の増加や料金の値上げは,社会主義体制の優位性やその社会的達成から

の退却を意味し,この新しいメカニズムの導入が料金引上げの免罪符(HH月yJIhreH岬SI)に

なるという論議にもみられるように27),､社会主義的企業心と資本の論理との異同に関する

理論的展開が未だ充分でないということができよう｡経済のペレストロイカほ,意識のペ

レストロイカなくしては完遂され得ないというが,資本主義社会におけるプロスポーツと

は異なる社会主義的プロスポーツの理念,その理論的展開の欠落,即ち,プロスポーツの

成立という現実に対する理論的立遅れを指摘しないわ桝′こほいかない｡

VII.新組織｢仝ソ連邦フ･･,トボールソユーズ+の設立をめぐって

国家体育スポーツ委員会とソ連邦サッカー連盟(¢ezLepallHfI ¢yT6oJta CCCP)紘,サ

ッカー競技の新組織･フットボールソユーズ(¢yT6oJI
COIO3 CCCP)の創設を決定した

(1688.8.2)o 『追加措置』によれは,この新しいスポーツ組織の主たる課題は,①ソビエト

国内のサッカーの発展と普及, ②サッカー選手の技術向上, ③全ソサッカー選手権大会の

企画と運営,選抜チーム及びクラブチームの結成とその国際スポーツ行事への派遣などと

されている｡このフットボールソユーズ創設大会の準備が,国家体育スポーツ委員会と関

係する諸組織に委任された(1988.8.22)｡設立準備委員会(opr6IOpO)紘,国家体育スポ

ーツ委員会サッカー･ホッケー部会主任兼全ソ連邦サッカー連盟副議長代理B.コロスコ

プの下に,次のメンバーで結成された.功労スポーツマスターのP.ダサニプ, A.パラモ

ナフ, B･′ミニジェリニク, 0.プロタソフ, B.ソロビュフ, A.ヤシン,全ソ功労トレー

ナーのA･ピショべツ及びB.ロバノフスキー,国際審判員のA.スピリン,労働組合全

ソ任意体育スポーツ団体主任,ディナモ中央協議会,国防省スポー.ツ委員会,ロシア共和

国スポーツ委員会,ウクライナ共和国スポーツ委員会,モスクワスポーツ委員会,全ソサ
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ヅカー連盟幹部会などである.

オルグビュ-ローは8章16項からなる全ソ連邦フットボールソユーズ規約(秦)な作成

し, 1988年11月26日の｢ソビュツキースボルト+に発表した｡約3週間の下部討議を経た

後, 1988年12月13日, 14日の両日,モスクワで開催されたフットボールソユーズ創設大

会において,この規約(莱)が提案された｡

フットボールソ正一ズほ,上級リーグ,一部リーグ及び二部リーグのサッカークラブの

統一組織であり,国家体育スポーツ委員会管轄下の自主管理組織であるo ソユーズほ法人

格を有し,その収益にも･とづく経済的活動を遂行する｡これまでのサッカー連盟(¢e且㌣

paLIH兄)の権限ほ保持され,大衆スポーツと青少年サッカーの発展の諸問題にたずさぁる.

国家体育スポーツ委員会サッカー･ホッケー部会は,サッカー連盟(¢ezLeP?岬兄)とソユ

ーズ(coIO3)の協力の下にその活動を遂行する｡
全ソ連邦フットボールソユ-ズ規約

逐一紹介することほ省略する).

Ⅰ.総則,目的と課題(1-3項)

Ⅱ.組織･管理(4-9項)

Ⅲ.指導機関の構成原理(10項)

Ⅳ.執行委員会(11項)

(秦)の構成は以下の通りである(各項目の条文を

Ⅴ.定数及び活動の物質的保障(12-13項)

Ⅵ.地方組織(14項)

Ⅶ･ソユーズのシンボルマーク(ATpH6yTIIKa)

Ⅷ.活動の停止

討議の結果,全ソ連邦フットボ-ルソユーズの儲立ほ認められたが,上記の規約(莱)二は

不完全であるとして否決されたoこの間の事情ほ,国家体育スポーツ委員会サ.,カー･ホ

ッケー部会主任, B･コロスコブに対する｢ソビュツキースボルト+のインタビュー記事

で明らかにされている28)o

討論の概略は,以下の三点にまとめちれる.

1)フットボールリーグのソユーズを創設するo これまでのサッカー慮盟(Oe且ePa中n)

は存続させる｡

2)フットボールソユーズを創設する｡ただし提案された規約(秦)は不完全であり,こ

の大会において捷起された全ての意見を付度して新たな規約をつくる起草委兵舎を設

置する｡

3)フ.ットボールソ--ズを創設する.基本的にほ規約(秦)に賛成する.

- 明らかに,フットボールソユーズの創設に関してほ反対がなく,全てのサッカー関係者

ほ,これまでのサッカー連盟(フェデレーション)とほ別個の新しい組織(ソユーズ)をつ

くることに賛成している｡大会出席者の多数意見ほ,この2)の見解に集紛される｡何故,

規約(秦)ほ否決されたのか.問題の所在ほ,これまでのサッカー連盟とは別個に新しい

組織,フットボールソユーズをつくる必要性はなにかという点について不明確であったこ

とo即ち,新組織,フットボールソユーズCCCPの主たる日掛ま何かoエリー･トスポI
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ツの強化ほ新組織によってはかられるのかo財政的基盤はなにか.組織の自律性ほどのよ

うケ手原降されるのか等という点が暖昧であったからである29).これらの問題点を踏まえて

全面的をこ改訂された新たな｢規約(莱)+が, 1989年4月6日の｢ソビュツキースボーッ+

に再度発表された｡新規約(莱)は9章36項から構成されている｡

Ⅰ. ｢総則+ (1-6項)ほ,フットボールソユーズを自主的な社会的･専門的スポーツ組

織であると規定し,身体文化･スポーツクラブのサッカ-セクション,サッカークラブ,

スポーツ学校,地方ソユーズ及びトレーナ,審判員,専門家,ベテランの統一組織である

ことを明記している(1項)｡ソユーズは,法人格を有し,独立採算制をとるものとする

(ノ2項)oソユーズはソビエトのサッカー競技を代表する組織として,国際サッカー連盟,

ヨーロッパサッカー連盟に加盟する(3項)｡またソユーズは,国家体育スポーツ委員会,

オリンピック委員会と共に,選抜チームを結成しそのトレーニングに責任をもつと同時

に,国際競技会へ選抜チームを派遣するなど(5項),主としてエリートスポーツ競技を中

心とした組織であることを明らかにしている｡ Ⅱ. ｢シューズのメンバー,その権利と義

蘇+ (7-13項)では団体加入,個人加入について規定し(7-9項), Ⅲ. ｢組織原理+ (13

項)として民主集中制に基づく自主的な統一組織であると規定した｡ Ⅳ. ｢管理･指導機

関+ (14-22項)でほ,既に論じたn¢COの規約改正などにみられるのと同様に,緒専

横閑の役員の固定化を避けるために,任期を定め(19項),複数候補による選挙(公開ある

いは秘密投票)によって指導機関の人事を定めることを明記した(18項)｡またⅤ. ｢指導

機関の構成原理+ (23項)では,各級機関(KO叫epeELIt457, COBeT, FICr10JIKOM, 6IOpO

HCrIOJ]t(OMa)-の代議員の選出方法,選出母体について規定した.
Ⅵ. ｢ソユーズの法的

地位+ (24-32項)でほ,基本フォンドを形成する自主的な法人組織であると規定し(24

項),独自の事業活動について明記した(26項-32項)｡ Ⅶ. ｢資金及び物質的･技術的保

障+. (33-34項)でほ,国家体育スポーツ委員会及び労働組合などからの資金援助(ソユ

ーチが完全独立採算方式に移行するまで),加入費,競技会参加費などの収入,スボルト
プログノーズ,.ロッテリーからの収益金,印刷出版事業による収益,後援団体からの寄付

及び一般市民やその他の社会組織,協同団体からの援助などによって財政をまかなうこと

としたo Ⅷ.丁数表+ (35項)では加入チームの独自のシンボルマーク等の権利について規

定し, Ⅸ. ｢活動の停止+についてほ全ソ連邦フットボールソユーズ総会の決定による(36

項)と明記された｡

この｢新規約(莱)+が採択されるか否か｡現時点(1989. 4. 30)では不明である｡いず

れにしても,このソユーズの創設に見られるソビエトスポーツ界の動向は,規約文や設置

をめ(･る意見にも明らかなようにチャンピオンシップ女ボーッの活性化をねらった新たな

テコ入れであると見ることができる｡スポーツ組織の改編は,単なる組織の民主化という

ものではなく,スポーツマンの創意,自主性を引き出すなかで,国際スポーツ界における

ソゼヱトの優位性を｢層追求しようとするものである｡

･ペt,ストロイカは,社会の発展を阻害している惰性や停滞,官僚主義の幣害を打破し
て,社会のあらゆる分野における活力の再生を意図するものである.即ち,これまでの労

働集団軒こ対する中央の上意下達的な指導･管理の在り方,労働組織の権利の制限,日常活
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動への墳未な干掛i,不可避的に労働者,労働集団の創意性を阻害し,居候的気分の蔓延

を助長し,責任感の喪失をもたらしたというのである｡したがって,管理の全面的な民主

化を実施し,下からのコントロールを強化し,労働の成果を所得に連動させ,これによっ

て労働に対する主人公的態度,社会主義的勤労意欲を高あようというのである｡労働集団

の権利と自主性の拡大は,同時に独立採算制の責任の強化と有機的に結び?けられなけれ

はならないとする方針ほこれまでみたスポーツ組織の改編においても貫かれている｡ ｢任

意体育スポーツ団体+の規約改正, 『追加措置』の採択, ｢フットボールソユーズ+の創設

など,自主的権限を拡大する一方,独立採算制･自己資金調達制の財政的に自立した経営

主体としてのスポーツ組織の確立をめざしている｡

ところでソビエトはこれまで,他の労働分野と同様に身体文化･スポーツ労働の労働条

件,資金の算定基準を定めている-80'.プ.=スポーツの場合,こうした平均基準にとらわれ

ずに財政的基盤の許す範囲内で自由にその基準賃金を決定できることほ『追加措置』にお

いて明記されている｡プロスポーツに対する社会的価値概念が成熟していないソビエトに

おいて,プロスポーツ労働の対価をどのように算定すれば,プレヤー個人のみならず社会

的にも支持を得ることができるのであろうか.外国の賞金試合で活躍するソビエトのプロ

選手の報酬の取扱いについてほ,今日でも問題になっているがさ1',プロスポーツの成立と

ほ獲得賞金の取扱いや賃金について,経営主体(個人あるいは集団)の自由裁量権を大巾

に認める方向に進まぎるを待ないoその際,スポーツの商業主義化は不可避である.即

ち,スポーツ行為が社会的有用労働のひとつとして確立することと,スポーツ行為がひと

つの商品として社会的に成立することとほ同じではない｡ス■ボーッが商品経済のメカニズ

ムに組みこまれることによって,スポーツの商業主義化が避けられないことほ,オリンピ

ックをほじめとした今日のスポーツの現実が明らかに示している.ソビエトにおいても独
立採算制のプロスポーツの場合,収益を無視しては成立し得ない｡即ち,スポーツが金儲

けの対象となる,あるいほ利潤追求がスポーツ行為の自己目的となるスポーツの商業主義

化は,独立採算制のプロスポーツの場合,ひとつの避けられない帰結と成りえないだろう

かoほたして社会主義プロスポーツ論は成立し得るのか否か｡ソビエトの社会主義プロス

ポーツ論が明らかになった段階で改めて論議したいと思う｡
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に経費が支払われるだけだった餌,これか払昧大会¢賞金帝他¢収入を直接獲得することがで
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きると報道された(ロイタ-共同).これに対して, ｢ズベレワの突然の行動+ ttHeoxHAa･

HHbI免LLrar HaTaJl皿3BepeBO昆. t4TO 3a flfIM?”という記事でソ連国家体育スポーツ委員会

の見解が表明されている(coBeTCIくH免cI10PT,
1989. 4･ 19)I

体育スポーツ委員会のfO.ボルトノバを羊,外国で活躍する賞金試合出場選手の賞金の取扱い方

については,外国の例などを参考に,勝利-のモチべ-シsEJンを高める物質的刺激の在り方と
も関連して現在鋭意検討中であるとのべている.

ズベレワの例は,こうした作業に較ペて現実が先行してしまった例であると,スベレワの行為
を認める好意的な見解を表明している.


